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※休日、夜間は転送されますので必ず５回以上のコールをお願いします。

9月8日に福島県死亡野生イノシシで豚熱（CSF）感染確認されました。9月26日の群馬県
ワクチン接種農場発生例でも、周辺地域で野生イノシシの陽性が確認されていました。
国内の野生イノシシへの感染が拡大し、県内への豚熱侵入リスクが高まっています。
今一度、飼養衛生管理の見直し、再徹底をお願いいたします。

飼養衛生管理の再徹底をお願いします！

☑農場への部外者立入禁止
(関係者以外立入禁止看板の設置等)

☑来場者の記録と保管

☑農場に出入りする車両の消毒

☑手指、長靴の洗浄、消毒

☑畜舎専用の衣服の着用

☑毎日の健康観察

☑口蹄疫、ASFなど発生地域への渡航自粛

☑口蹄疫、ASF、鳥インフルエンザなどの発生
地域で製造された肉製品など畜産物の持ち
込み禁止

伝染病の侵入・まん延を防ぐために！

☑ 農場周辺の柵や畜舎の防鳥ネットに
破損がないか確認！
（破損がある場合は直ちに修繕）

☑ 野生動物を誘因するような餌が
農場内にこぼれていないか確認！

☑ 農場周辺の物の整理や草刈り等、
野生動物が隠れられるような場所
を減らす！

野生動物侵入対策

大臣指定地域の追加されました！

自農場の豚に異常があった場合は速やかに
家畜保健所衛生所に通報してください！

福島県（令和２年８月）、宮城県、山形県（令和２年９月）が新たに※大臣指定地域に指定されました。

※大臣指定地域：野生動物が豚熱等の家畜伝染病の病原体に感染したことがあるなど
家畜伝染病の発生リスクが高まっているものとして農林水産大臣が指定する地域。
現在２７都府県が指定されています。

※福島県はワクチン接種を実施中、宮城県・山形県はワクチン接種に向けた準備を進めています。
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豚流行性下痢（PED)について

1. 飼養衛生管理の徹底

PEDは、気温の低下する冬季に発生が増加する傾向があり、令和元年シーズンも

４県で70農家の発生が確認されました。好発シーズンに万全の体制で備えましょう。

２．ワクチン接種の徹底

３．早期通報の徹底

４．と畜場など畜産関係施設での防疫措置の徹底

PEDは主として糞便中に排出されたウイルスが経口感染することで伝播し、病原体の農場への侵入は、

※感染豚の導入、感染豚の糞便に汚染された人、車両、及び物品の持ち込み等によっておこるとされ

てます。このため、飼養衛生管理基準の遵守を徹底することが、農場への侵入防止策として重要です。

①用法・用量に従った使用

家畜の所有者は、管理獣医師の指示に従い、妊娠中の繁殖母豚に対して

適切な時期に２回の接種を行うなど、用法及び用量を厳守して使用してください。

②繁殖母豚の健康管理

ワクチンが効果を発揮するには、哺乳豚がワクチン接種を受けた繁殖母豚から

哺乳できる環境を整えなければなりません。

繁殖母豚の健康管理に努め、哺乳豚が十分に乳を飲めるようにしましょう。

③衛生的な飼養環境

日頃から分娩房の清掃や消毒を徹底し、子豚をウイルスに極力暴露させないようにしましょう。

家畜の所有者は、農場内で次に示す症状のいずれかの場合に該当する家畜（所見）を発見した場合には、

直ちに獣医師又は管轄の家畜保健衛生所に通報し、指示を受けて下さい！

①複数（周辺農場で本病が発生している場合には１頭）の繁殖母豚が分娩した哺乳豚のうち、

半数以上が水様性下痢、嘔吐又は死亡を呈した場合

②同一繁殖母豚が分娩した哺乳豚のうち、1頭以上が水様性下痢もしくは嘔吐を呈し又は死亡し、

半日以内に同一腹の哺乳豚又は他の繁殖母豚が分娩した哺乳豚に同一症状が拡大した場合

③同一飼養区画内で複数の繁殖豚又は肥育豚（離乳豚を含む）が、

食欲不振、下痢（軟便から水様便）又は嘔吐を呈した場合

※家畜保健衛生所への通報が遅れ、感染が拡大した場合は
家畜伝染病予防法第12条の3（飼養衛生管理基準）などに
違反し、同法に基づく指導の対象に去る恐れがあります。

本病の感染拡大を防止する為、家畜市場、と畜場、死亡獣畜取扱場等の畜産関係施設への入退

場時は車両、靴底、手指、運転席の足下マット等の洗浄・消毒にご協力ください。


